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（国税庁資料より）
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登録 効 果 留意点

する
インボイスを交付できる

（販売先にて仕入税額控除できる）
インボイスへの対応が必要

消費税の申告・納付義務が生ずる

しない
インボイスを交付できない

（販売先にて仕入税額控除できない）
販売先にて仕入税額控除できないため、取

引が見直される可能性あり

（東京国税局資料を一部加工）
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手続きが必要な場合 提出する届出書

次の事項に変更があった場合
・氏名又は名称
・本店又は主たる事務所の所在地（法人）

適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書

適格請求書発行事業者の公表事項の公表（変更）申出
書に記載した公表事項に変更があった場合

適格請求書発行事業者の公表事項の公表（変更）申出書

登録の取消しを求める場合
適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届
出書※

事業を廃止した場合 事業廃止届出書

法人が合併により消滅した場合 合併による法人の消滅届出書

個人事業者が死亡した場合 適格請求書発行事業者の死亡届出書

※「消費税課税事業者選択届出書」を提出した事業者が免税事業者に戻るためには、「消費税課
税事業者選択不適用届出書」の提出もあわせて必要です16
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対象となるもの 対象とならないもの
・自動販売機による飲食料品の販売
・コインロッカーやコインランドリー等によるサービス
・金融機関のATMによる手数料を対価とする入出金サービ
スや振込サービス ・小売店内に設置されたセル
フレジを通じた販売
・コインパーキングや自動券売機
・ネットバンキング

対象となるもの 対象とならないもの

・自動販売機による飲食料品の販売
・コインロッカーやコインランドリー等に
よるサービス
・金融機関のＡＴＭによる手数料を対価と
する入出金サービスや振込サービス

・小売店内に設置されたセルフレジを通じ
た販売
・コインパーキングや自動券売機
・ネットバンキング
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仕入税額の計算方法

積上げ計算 割戻し計算

売上税額の
計算方法

割戻し計算 〇 〇

積上げ計算 〇 ✕
併 用 〇 ✕
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WEBセミナーのお知らせ

2月28日（火）14時～15時30分

建設業の2024年問題の対応について


